
ENEOSカード CB（JCB）会員規程（法人用）
第１条 （本規程の目的）
本規程は、ENEOS株式会社（以下「当社」という。）および株式会社ジェーシービーまたは株式会社ジェーシービーの指定するカード発
行会社（以下総称して「JCB」という。）が共同して発行するENEOSカード CBに関し、その内容、利用者、利用方法および遵守事項等
を定めたものです。なお、本規程の用語の意味は、本規程において別途定義する場合を除き、JCB会員規約の定義に従うものとします。

第２条 （ENEOSカード CB）
(1)本規程において本カードとは、当社の顧客（法人に限る。以下本規程において同じ。）ならびに当社の特約店の顧客が、当社を含む全
国の当社系列の給油所のうち、第6条に従い、当社がその取り扱いを承認したすべての当社系列の給油所において、本規程に定める所
定の商品購入およびサービス利用時の利便性の提供を受けられることを目的として発行されるカードをいいます。
(2)本カードは、当社およびJCB所定の意匠および商標等の標章を記載したクレジットカードであり、本カードは、当社とJCBが別途締
結した契約に基づき、当社、当社系列の販売代理店および特約店、またはその管轄下にある三者特約店および三者販売店の顧客に対して、
JCBの判定基準に従い発行されます。

第３条 （欠番）
第４条 （発券店）
(1)第6条に規定する加盟店は、当社の別途指示する方法で、顧客のカード申込みを勧誘し、顧客が第5条に基づき本カードの会員となっ
た場合、顧客の申込みを受けた加盟店が、発券店となります。
(2)発券店が加盟店でなくなった場合において、当社は、当社の指定する他の加盟店を当該カードの発券店とすることができます。

第５条 （会員）
本カードの会員とは、JCB会員規約に定める会員のうち、本規程に承認のうえ申し込み、当社およびJCBが認めた者をいいます。

第６条 （加盟店と取扱給油所）
(1)加盟店とは、当社が承認した当社系列の特約店、またはその管轄下にある三者特約店もしくは三者販売店であって、当社が本カードの
取扱いを許諾したものをいいます。
(2)取扱給油所とは、前項の加盟店の運営にかかる当社系列の給油所をいいます。取扱給油所は、店頭にて、本カードが利用できる旨の掲
示を行うものとし、会員は、当該取扱給油所において信用販売の便宜を受けられるものとします。
(3)当社は、中止の1ヵ月前までに取扱給油所の店頭で告知することにより、いつでも当該取扱給油所におけるカードの取扱いを中止する
ことができます。

第７条 （提携サービスと利用）
(1)当社（本条においては当社が提携するサービス提供会社を含む。）が提供するカード利用に伴い提供されるサービス（以下「提供サー
ビス」という。）およびその内容については、当社が書面その他の方法により通知または公表します。
(2)会員は、提供サービスの利用等に関する規約等がある場合はそれに従うものとし、また、会員は、会員が規約等に違反した場合、また
は当社が提供サービスの利用が適当でないと合理的に判断したときは、提供サービスを利用できない場合があることを予め承認します。
(3)会員は、当社が必要と認めた場合には、一定の期間をおいた事前通知を会員に対して行うことにより、当社が提供サービスを終了もし
くは中止、またはその内容を変更することを予め承認します。
(4)会員は、提供サービスを受ける場合、当社および加盟店所定の方法により利用するものとし、JCBは提供サービスに関して会員と当
社との間に生じる紛議に対して一切責任を負いません。
(5)会員は、JCBが提供する特典およびサービスを受ける場合、JCB所定の方法により利用するものとし、当社および加盟店はこれらの
特典およびサービスの提供に関して会員とJCBとの間に生じる紛議に対して一切責任を負いません。

第８条 （カードの利用）
(1)会員は、取扱給油所において本カードを提示し、または非接触ICカード等を所定の機器にかざし、加盟店の指示に従って、原則とし
て加盟店に設置されている端末機に暗証番号を入力することにより、ガソリン、軽油および指定された油外商品の購入により加盟店に
対して負担する債務の決済手段とすることができます。なお当社が指定する取扱給油所においては、端末機への暗証番号の入力を省略
することができるものとします。ただし、取扱給油所においては次の商品について、会員は本カードの利用によって購入することはで
きません。
(ア) 金・銀・白金などの地金類や宝石類
(イ) 切手・印紙などの専売品類
(ウ) 全国共通で使用可能な商品券・ギフトカードなどの換金性のある商品
(エ) その他当社が指定する商品

(2)取扱給油所における会員の本カード利用に際して、取扱給油所は当該仕様につき当社に対して照会を行うことにより承認を得るものと
します。ただし、利用金額、購入する商品・権利および提供を受ける役務の種類によってはこの限りではありません。
(3)会員の信用販売限度額を合計した会員1件あたりの月間信用販売限度額は、JCBが別途定める金額とします。ただし、JCBが特別に
認めた場合については、この限りではありません。
(4)当社、JCBまたは加盟店は、会員のカード利用が規約等に違反しているか、またはその違反しているおそれがある場合等には、会員
の本カードの利用を断ることがあります。
(5)当社、JCBまたは加盟店は、地震等の自然災害や通信会社の局地的な通信障害、当社システムメンテナンスのための通信遮断等が生
じた場合は、会員の本カードの利用を断ることがあります。

第９条 （当社指定商品の値引き）
(1)当社は、提供サービスとして、加盟店で会員が当社指定商品（ガソリン・軽油）を購入した際に値引きを行うものとし、値引き額を次
のとおり設定します。

70,000円以上（消費税込）
ゴールド会員

50,000円～70,000円未満（消費税込）

当月（前月11日～当月10日）のガソリン・軽油1リットルあたり適用値引き額

一般会員

20,000円～50,000円未満（消費税込）
10,000円～20,000円未満（消費税込）

10,000円未満（消費税込）

7円引き
5円引き
3円引き

1円引き
2円引き

10円引き
8円引き
6円引き
5円引き
4円引き

前月（前々月16日～前月15日＊）の
月間カードショッピング利用金額合計

＊加盟店でのご利用は前々月11日～前月10日

(2)前項に定める月間カードショッピング利用金額合計には、年会費は含まれません。なお、値引きの適用にあたり、月間のガソリン・軽
油の利用累計量が、当社が別途定める一定量を超える場合、その一定量を超える部分には、値引きの適用はないものとします。
(3)第1項の値引き額は、JCBが別途JCB会員規約に規定する「ご利用代金明細書」において会員に通知され、口座振替の際に適用され
ます。ただし、ガソリン・軽油の利用量で1リットルに満たない端数、もしくは値引き額で1円に満たない端数は切り捨てられます。

第１０条 （会員情報の取り扱いおよび開示・訂正・削除）
1.法人会員および本カードの入会を申し込まれた法人（以下「法人会員等」という。）ならびにカード使用者およびカード使用者の入会を申
し込まれた方（以下「カード使用者等」といい、「法人会員等」と「カード使用者等」を併せて「会員等」という。）は、当社が会員等の
会員情報（本項(1)に定めるものをいう）につき、必要な保護措置を行ったうえで以下のとおり取り扱うことに同意します。



(1)当社の特典・サービスを提供するためおよび当社の事業、その関連事業並びに本カード事業における新商品、新機能、新サービスの開
発および市場調査のために、以下の会員に関する情報（以下「本件会員情報」という。）を収集・保有・利用すること。
①法人名、法人代表者、所在地、電話番号等、法人会員等が入会申込時および第11条において届け出た事項。
②氏名、生年月日、住所、電話番号等、カード使用者等が入会申込時および第11条において届け出た事項
③入会承認日、有効期限等、本カードの契約内容
④本カードの利用内容（第12条において共有する情報）
(2)宣伝物の送付等当社の営業に関する案内をする目的で、本件会員情報を利用すること。ただし、会員が当該営業案内について中止を申
し出た場合、当社は業務運営上支障がない範囲で、これを中止するものとします。（中止の申し出は末尾記載の当社に連絡するものとし
ます。）
(3)当社の業務を第三者に委託する場合に、業務の遂行に必要な範囲で、本件会員情報を当該業務委託先に預託すること。
2.会員は、当社が、収集、保有した本件会員情報を、会員情報の提供に関する契約を締結した発券店に提供し、発券店が自らの商品・特典・
サービスの提供および宣伝物の送付等営業案内並びに市場分析の目的で、共同して利用することについて同意するものとします。（共同利
用に関するお問合せは本規程末尾の発券店相談窓口である当社相談窓口に連絡するものとします。）
3.会員等は、当社に対して、自己に関する会員情報を開示するよう請求することができます。なお、開示を求める場合には、末尾記載の当
社に連絡するものとし、当社は、当社が通知または公表する方法で会員等に開示するものとします。万一登録内容が不正確または誤りで
あることが判明した場合には、当社はすみやかに当該本件会員情報の訂正または削除に応じるものとします。

第１１条 （届出事項の共有）
法人会員が、当社またはJCBに対して届け出た法人名、法人代表者、所在地、電話番号等について、あるいはカード使用者が届け出た氏名、
住所、電話番号等について変更があり、当社またはJCBの一方に対して変更の届出があった場合には、当該情報について当社およびJCB
の間で共有することに、会員は予め同意するものとします。

第１２条 （利用内容の共有）
会員は、当社が会員に対してサービスを提供する必要がある場合において、会員の本カードの利用内容を、JCBと当社において共有する
ことに予め同意するものとします。

第１３条 （会員資格の喪失）
(1)当社は、会員が次の事項のいずれかに該当し、カード会員資格を有するものとして不適格であると判断した場合は、何らの通知を要せ
ずにカード会員資格を喪失させることができます。
(ア) 会員が当社または加盟店の提供する特典およびサービスを受けるにあたり不正な行為を行った場合
(イ) 会員が規約等およびその他JCBが別に定める会員規約および規定に違反した場合

(2)会員が他の当社またはJCBが発行するクレジットカードの会員資格を喪失した場合は、本カードの会員資格を喪失させることができ
ます。
(3)当社またはJCBが本カードの返還を求めたときは、会員は返還を求められた本カード全てを、直ちにJCBに返還するものとします。

第１４条 （合意管轄裁判所）
会員と当社との間に訴訟が生じた場合、訴額の如何にかかわらず、会員の住所地または当社の本社の所在地を管轄する簡易裁判所または
地方裁判所を合意管轄裁判所とします。

第１５条 （準拠法）
会員と当社および加盟店との諸契約に関する準拠法は、すべて日本法が適用されるものとします。

第１６条 （本規程およびその改定）
本規程は、会員と当社等との本カードに関連する一切の契約関係に適用されます。また、将来本規程が改訂された場合は、当社がその内
容を通知した後に会員が本カードを利用したことによって変更事項を承認したものとみなします。

第１７条 （JCB会員規約と本規程の関係）
(1)JCB会員規約その他JCBが別に定める規定・特約等のあらゆる規約と本規程の内容が抵触する場合、本規程が優先されるものとします。
(2)本規程に定めのない事項については、JCB会員規約が適用されるものとします。
JCBのお問い合わせ・ご相談窓口等は、JCBの法人会員規約をご参照ください。

＜ご相談窓口＞
ENEOSカードセンター
〒160-0023　東京都新宿区西新宿8-4-2　野村不動産西新宿ビル3階
0570-090-410

（TK068803・20251201）


